
 

 

堺市障害者自立支援協議会 障害児の相談支援部会運営要領 

 

（趣旨）   

第１条 この要領は、堺市障害者自立支援協議会設置規約（平成 19年 3月 29日制定。）第 3

条に定める部会の運営について、障害のあるこどもや発達に不安のあるこども（以下「障害

児」）の地域社会への参加・包容（インクルージョン）に向け、ライフステージを通じたと

ぎれのない支援、個人を尊重した横断的な支援などによって、障害児とその家族等が必要な

情報を獲得し支援を受け、地域で安心した生活を送ることを目的に、障害児の相談支援部会

（以下「部会」）の運営等に関することについて必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 この部会は、堺市障害者自立支援協議会（以下「市協議会」）の専門部会とする。 

 （構成） 

第３条 部会は、市協議会、区協議会により選出された委員によって構成する。必要に応じ

て、委員を補完する者を置くことができる。なお、堺市男女平等社会の形成の推進に関す

る条例（平成 14 年条例第 8 号）の観点から、女性の委員への参画について配慮するものと

する。 

 （役員） 

第４条 部会に、次の役員を置く。 

（１）部会長１名 

（２）副部会長１名 

 （選出方法及び職務） 

第５条 部会長及び副部会長は、市協議会会長の推薦により選出する。 

 ２ 部会長は、部会を代表し、市協議会へ出席する。 

 ３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

（任期） 

第６条 委員（市職員のうちから任命され、または委嘱された委員を除く。）の任期は、各年

度の 2年間とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了後も新たに役員が選出されるまで引き続きその職務を行う。 

 （会議） 

第７条 会議は、部会長が招集し、議長となる。 

 ２ 部会長は、必要があると認めるときは、関連する会議の関係者の出席を求め、その意

見もしくは説明を聴き、又は必要な資料を求めることができる。 

 ３ 会議の開催回数は、年 3回程度とする。 

 （事務局） 

第８条 部会の事務局は、堺市健康福祉局障害福祉部に置く。 

 （委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。 

 

 

  附 則 

この要領は、令和 7年 4月 1日から施行する。 


